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第３章　全体構想

本市の目指す都市像の実現に向け、本市において今後重視すべき都市づくりの視点（5T）ごとに整理した都市づ
くりの目標（強みと弱みから導く都市づくりのキーワード）をもとに、「都市計画運用指針」において都市計画・都
市マスに求められる役割や愛知県の定める「都市計画」における都市マスの記載項目の例示等を踏まえ、本市の都市
づくり上必要と考えられる方針と方針を定めるべき分野を以下のように設定します。

今後重視すべき
都市づくりの視点

視点１　都市構造

まちをつくる

視点４　都市生活

安心をつくる

視点２　都市運営

まちをつかう

視点３　都市活力

活きる力をつくる

視点５　都市環境

心地よさをつくる

図　都市計画マスタープランで方針を定 めるべき分野の考え方

強みと弱みから導く
都市づくりのキーワード

・市街地規模の適正化
・機能の適正配置
・公共交通体系の充実

都市機能が便利に使える

・社会資本ストックの長寿命化
・担い手づくり

市民とともに育む

・産業振興
・広域交流
・都市景観

活力と活気で賑わいあふれる

・環境負荷の低減
・自然環境保全

人と自然が共生する

・コミュニティ・多世代交流
・防災

安全・安心に暮らせる

都市計画・都市マスに
求められる役割

（都市計画運用指針）
⃝地域地区、都市施設、市街地

開発事業に関する都市計画の
前提となる都市構造・都市空
間及びこれと密接な関連を有
する交通体系の整備の考え方
や土地利用、施設整備等の方
針とともに、都市内の自然的
環境の保全その他の良好な都
市環境の形成、都市景観形成
等の指針を明らかにすること
が望ましい。

⃝各種の社会的課題への都市計
画としての対応についての考
え方を記述することも考えら
れる。

⃝マスタープランにおいて、ど
のような都市をどのような方
針の下に実現しようとするの
かを示すことにより、住民自
らが都市の将来像について考
え、都市づくりの方向性につ
いての合意形成が促進される
ことを通じ、具体の都市計画
が円滑に決定される効果を期
待し得る。

学 民
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支える
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３．分野別方針

集約型都市づくり

持続可能な都市づくり

都市づくり

都市づくり

都市づくり
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図　都市計画マスタープランで方針を定 めるべき分野の考え方

本市の都市づくり上必要と考えられる方針
（第三次安城市都市計画マスタープランで定めるべき分野）

（３）市民とともにつくり・つかう協創の方針
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（１）都市の骨格をつくる方針
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（２）快適な暮らしを支える方針

景観 自然環境・都市環境 安全・安心なまちづくり
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第３章　全体構想

（１）都市の骨格をつくる方針

（マチナカ拠点区域）
⃝主要鉄道駅（JR安城駅、新幹線三河安城駅、名鉄新安城駅及び名鉄桜井駅）周辺を4つの拠

点として位置付け、各地区の個性や魅力を活かし、快適性に優れた市街地の形成を誘導します。
（専用住宅地）
⃝用途の混在防止や高層住宅の立地抑止等により、良好な居住環境が保たれた低層戸建て住宅

を主体とした住宅地の維持・形成を誘導します。
（一般住宅地）
⃝日常生活を支える様々な生活機能が身近に立地・維持され、歩いて暮らしやすい住宅地の形

成を誘導します。
（中心・一般商業地）
⃝主要鉄道駅周辺における商業・業務機能を始め多様な都市機能が集積した商業地の形成を誘

導します。
⃝鉄道駅周辺における高度利用等による高密度な住宅地の形成を誘導します。
⃝新幹線三河安城駅周辺における広域的な交通利便性を活かし市内外から多くの人が集う高次

都市機能が集積した商業地の形成を誘導します。
（工業地・専用工業地）
⃝既存の大規模工場等の操業環境の維持・改善を図り、良好な工業地としての土地利用の維持・

形成を誘導します。
（農地・集落地）
⃝無秩序な市街化を抑制し、本市の発展を支え続けるまとまりある優良な農地の保全に努めます。
⃝集落地に居住する市民の日常生活に必要な生活機能の適切な立地、若年世代等の定住促進に

よるコミュニティの維持に努めます。
（拡大市街地）
⃝鉄道駅を中心に都市機能が集約された市街地形成を基本としつつ、既存ストックの活用が可

能な地区において、日本デンマークの原風景となる田園風景と調和した、多様な居住ニーズ
に対応した住宅地の形成に配慮します。

⃝広域的な交通利便性に優れる地区を中心に、本市の財政基盤を支える工場等について、その
集積と優良農地等周辺環境と調和した工業地の形成に配慮します。

土地利用の形成方針。 まちを
つくる

まちを
つかう

活きる力
をつくる

安心を
つくる

心地よさ
をつくる
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図　土地利用の形成方針
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